
「開かれ、つながる社会教育の実現」に向けた推進体制

市民、地域コミュニティ、企業・事業所、団体等

学びの場・学びの機会

【取り組みの観点】

①住民の主体的な参加のためのきっかけ

づくり」

②ネットワーク型行政の実質化

③地域の学びと活動を活性化する人材の

活躍

【ポイント】

幅広い市民や団体等が連携・協働し、

公民館や身近な自治振興会の活動拠点で

社会教育を推進

地域学校協働本部
地域学校協働活動推進員

【市立学校】

学校運営協議会
（コミュニティ・スクール）

支 援

コミュニティセンター等

(自治振興会の活動拠点)

地域マネージャー
支 援

市 長 部 局

【多様な主体】
ＮＰＯ、中間支援組織、

市民活動団体、企業 等

【関係機関】
国、県 等

【市教育委員会】

館 長
水口地域担当

社会教育指導員

館 長
甲南地域担当

社会教育指導員

館 長
土山地域担当

社会教育指導員

館 長
甲賀地域担当

社会教育指導員

館 長
信楽地域担当

社会教育指導員

※人権教育支援員

および事務員を

配置

市立公民館

参画・協働

連 携
●

協 働
連 携

統 括
相 談 支 援 相 談

社会教育スポーツ課 （仮）社会教育統括指導員●

連 携

連 携


